
船舶インシデント調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年８月１５日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 静岡県下田市爪
つめ

木
き

埼東方沖 

爪木埼灯台から真方位１１０°３.５海里付近 

 （概位 北緯３４°３８.３′ 東経１３９°０３.２′） 

インシデントの概要  貨物船日昌
にっしょう

丸は、東北東進中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年１月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 日昌丸、４９９トン 

 １４１２８９、星野汽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構、日鉄物流株式会社（船舶借入人）（Ａ社） 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１,３２３kＷ、回転数

毎分２９０、６気筒、ボア３１０㎜、使用燃料Ｃ重油、平成２２年

４月機関製造、平成２２年５月１３日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、四級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視程 約１２km 

海象：波高 約１.６ｍ 

 インシデントの経過等 本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、鋼材約１,５５０ｔ

を積載し、宮城県石巻港に向け、主機の回転数を毎分２５５として約

１２ノットの対地速力で爪木埼東方沖を東北東進中、主機から異音が

発生しているのを当直中の機関長が気付いた。 

機関長は、船首から順に番号が付された主機４番シリンダの動弁装

置に不具合が生じた旨を船長に報告し、報告を受けた船長は、運航不

能と判断してＡ社に連絡するとともに海上保安庁に通報した。 

本船は、来援した巡視船にえい
．．

航され、Ａ社が手配したタグボート

に引き継がれて京浜港横浜第５区の企業岸壁に入港した。 

主機は、機関製造会社担当者により、点検が行われ、ロッカーアー

ム潤滑油ポンプの電動機の配線が誤っており、同ポンプが逆回転とな

って潤滑油が吐出しておらず、動弁装置に潤滑油が欠乏しており、主

機４番シリンダの排気側ロッカーアームのシャフト及びブッシュの摩

耗、フィラーメタル（ロッカーアームに取り付けられたプッシュロッ

ドとの接触部にある球形の金属）の折損、主機６番シリンダの排気側



及び吸気側ロッカーアームのシャフト及びブッシュの摩耗等が認めら

れ、交換されて復旧した。 

主機は、令和３年９月ごろ入渠して吸排気弁の整備が行われた際、

ロッカーアーム潤滑油ポンプの作動が悪かったので、入渠後に機関部

乗組員が同ポンプを交換したが、同ポンプの電動機の配線を誤って設

置していた。 

主機の動弁装置の潤滑油は、ロッカーアーム潤滑油ポンプの下部の

潤滑油タンクからロッカーアーム潤滑油ポンプで吸引加圧されて分配

器を介して各シリンダのロッカーアーム、排気弁箱及び吸気弁箱を潤

滑してドレンタンクに回収されていた。 

機関長は、ロッカーアーム潤滑油ポンプの圧力計が壊れていること

に気付いていたが交換しておらず、また、取扱説明書には次のように

始動前の確認事項が記載されていたが、行っていなかった。 

主機の始動前にロッカーアーム潤滑油ポンプを連続注油の運転にし

て、目視によりロッカーアームの軸受、吸気弁弁棒、排気弁弁棒等の

潤滑状況を確認すること。 

分析 本船は、東北東進中、主機のロッカーアーム潤滑油ポンプの電動機

の配線を誤っていたことから、同ポンプが逆回転となって潤滑油が吐

出せず、主機の動弁装置に潤滑油が供給されず欠乏してロッカーアー

ムが破損し、主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考

えられる。 

機関長は、ロッカーアーム潤滑油ポンプの圧力計が壊れていること

に気付いていたが交換していなかったこと、及び主機を始動する前に

ロッカーアーム潤滑油ポンプを連続注油の運転にし、ロッカーアーム

の軸受等の目視点検を行っていなかったことから、ロッカーアーム潤

滑油ポンプが潤滑油を吐出していないことに気付かなかったものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、東北東進中、主機のロッカーアーム潤

滑油ポンプの電動機の配線を誤っていたため、同ポンプが逆回転とな

って潤滑油が吐出せず、主機の動弁装置に潤滑油が供給されず欠乏し

てロッカーアームが破損し、主機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関部乗組員は、ロッカーアーム潤滑油ポンプを交換する際、同

ポンプの電動機の配線を誤って設置しないように気を付けるこ

と。 

・機関長は、主機の取扱説明書を十分に理解し、主機の始動前にロ

ッカーアーム潤滑油ポンプを連続注油の運転にし、ロッカーアー

ムの軸受等が潤滑されていることを確認すること。 



・機関長は、ロッカーアーム潤滑油ポンプの圧力計が壊れた場合、

直ちに交換すること。 

 


